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【付議】 
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【報告】 

１ 志木市地域防災計画の改正について 
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【付議】 
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会 議 内 容 の 記 録 （ 経 過 、 結 果 等 ） 

開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

【付議】 

１ 志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 ○概要説明：子ども・健康部長 

  令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症については「感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の新型インフルエンザ等感

染症に該当せず、５類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和

５年５月８日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対する傷

病手当金の支給に関する財政支援が終了するため、傷病手当金の支給について

定める志木市国民健康保険条例の一部を改正し、傷病手当金の支給期間を見直

すものである。 

【改正内容】 

条例における新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手

当金の改正（附則第１０項の追加） 

  

【報告】 

１ 志木市地域防災計画の改正について 

 ○概要説明：総務部長 

 令和５年２月１６日に開催された「志木市防災会議」において、志木市地域

防災計画が決定したため、報告するものである。 

【改正内容】 

令和３年５月に改正された災害対策基本法及び国の防災基本計画の内容を反

映させるとともに、「新型コロナウイルス感染症」の流行により、避難所運営の

在り方を見直す必要性があることなどから改正を行った。 

・市役所庁舎建設に伴う災害対策本部設置場所の変更 

・避難勧告・避難指示の一本化 

・個別避難計画作成の努力義務化 

・新型コロナウイルス感染症対策の追加 

・女性の視点を踏まえた防災対策の推進や多様なニーズへの配慮について追   

 加 

・指定避難所・指定緊急避難場所・指定福祉避難所の見直し 



備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


